
広報みね　2009 年（平成 21 年）　10 月１日　⑩

麻
し
ん
・
風
し
ん
予
防

接
種
は
も
う
済
み
ま
し

た
か
？

　

対
象
者
で
ま
だ
接
種
を
受
け
て

い
な
い
人
は
、
医
療
機
関
で
予
防

接
種
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

※
第
２
期
・
第
３
期
・
第
４
期
は

３
月
31
日
ま
で
に
接
種
を
受
け

て
く
だ
さ
い
。

対
象
年
齢

○
第
１
期　

生
後
12
ケ
月
か
ら

24
ケ
月
ま
で
の
１
歳
児

○
第
２
期　

小
学
校
就
学
前
１

年
間
の
５
歳
児
・
６
歳
児

○
第
３
期　

中
学
校
１
年
生
に

相
当
す
る
年
齢
の
人

○
第
４
期　

高
校
３
年
生
に
相

当
す
る
年
齢
の
人

接
種
回
数　

麻
し
ん
風
し
ん
混
合

ワ
ク
チ
ン
を
１
回
、
も
し
く
は

麻
し
ん
ワ
ク
チ
ン
・
風
し
ん
ワ

ク
チ
ン
を
そ
れ
ぞ
れ
１
回
接
種

接
種
場
所　

県
内
医
療
機
関
（
医

療
機
関
に
直
接
予
約
し
て
く
だ

さ
い
）

問
合
せ
先　

美
祢
市
保
健
セ

ン
タ
ー
（
☎
０
８
３
７
53

０
３
０
４
）

季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
予
防
接
種
を
開
始
し

ま
す

対
象
者

○
満
65
歳
以
上
の
市
民
（
本
人
の

接
種
希
望
の
意
思
が
確
認
で
き

る
人
の
み
）

◯
60
歳
以
上
65
歳
未
満
で
、心
臓
、

じ
ん
臓
、
呼
吸
器
の
機
能
ま
た

は
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に

10
月
は
「
循
環
型
社
会

形
成
推
進
月
間
」

　

県
で
は
、
循
環
型
社
会
の
形
成

に
つ
い
て
、
県
民
の
関
心
と
理
解

を
深
め
る
と
と
も
に
、
自
主
的
か

つ
積
極
的
に
活
動
を
行
う
た
め

に
、
10
月
を
「
循
環
型
社
会
形
成

推
進
月
間
」
と
定
め
て
い
ま
す
。

次
の
こ
と
に
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

無
料
相
談
の
お
知
ら
せ

〜
「
家
庭
内
の
人
権
問
題
」
で
お

悩
み
の
方
へ
〜

　

あ
な
た
や
家
族
の
人
権
は
、
家

庭
の
中
で
大
切
に
さ
れ
て
い
ま
す

か
。

　

男
だ
か
ら
女
だ
か
ら
と
い
う
意

識
に
基
づ
く
行
為
や
発
言
を
受
け

て
い
ま
せ
ん
か
。
離
婚
の
強
要
や

金
銭
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
の
問
題
で
悩

ん
で
い
ま
せ
ん
か
。

　

法
務
局
職
員
及
び
人
権
擁
護
委

員
が
無
料
で
相
談
を
お
受
け
し
ま

す
。

　

電
話
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も

相
談
で
き
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
御

利
用
く
だ
さ
い
。

場　

所　

山
口
地
方
法
務
局
（
人

権
相
談
所
）

第
24
回「
福
祉
の
市
」

チ
ャ
リ
テ
ィ
バ
ザ
ー

供
出
品
の
お
願
い

　

10
月
18
日
日
、
市
役
所
駐
車
場

に
お
い
て
、「
福
祉
の
市
」
を
開

催
す
る
に
あ
た
り
、
チ
ャ
リ
テ
ィ

バ
ザ
ー
の
供
出
品
の
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

ご
家
庭
に
眠
っ
て
い
る
新
品

の
遊
休
品　(

電
化
製
品
や
衣
類
。

未
使
用
品
に
限
る
。）
の
提
供
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

提
供
し
て
い
た
だ
い
た
供
出
品

は
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
バ
ザ
ー
で
販
売

し
、
売
上
金
は
今
後
の
福
祉
増
進

の
た
め
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
基
金
と

し
て
活
用
し
ま
す
。
な
お
、
昨
年

は
、
バ
ザ
ー
売
上
金
と
出
店
団
体

か
ら
の
寄
附
金
４
１
１
，８
４
１

円
を
基
金
に
積
み
立
て
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

受
付
期
間　

10
月
８
日
木
ま
で

受
付
場
所　

各
地
区
公
民
館
、
美

東
・
秋
芳
各
地
域
福
祉
セ
ン

タ
ー
、
美
祢
市
老
人
福
祉
セ
ン

タ
ー

問
合
せ
先　

美
祢
市
社
会
福
祉
協

議
会
（
〒
７
５
９

－

２
２
１
２

美
祢
市
大
嶺
町
前
川
通
り
・
☎

０
８
３
７
52
５
２
２
２
）

よ
る
免
疫
機
能
に
障
害
を
有
す

る
人
（
身
体
障
害
者
福
祉
手
帳

１
級
相
当
）

自
己
負
担
金　

１
，２
６
０
円（
生

活
保
護
世
帯
者
は
免
除
）

接
種
回
数　

１
回

実
施
期
間　

10
月
15
日
木
〜
平
成

22
年
２
月
27
日
土

実
施
医
療
機
関　

市
内
、
市
外
の

各
医
療
機
関

※
接
種
を
希
望
す
る
医
療
機
関

へ
接
種
希
望
日
の
３
日
前
ま

で
に
申
し
込
み
を
し
て
く
だ

さ
い

※
実
施
時
間
は
医
療
機
関
に
よ

り
異
な
り
ま
す
の
で
、直
接
、

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い

※
接
種
の
際
に
は
、
健
康
手
帳

と
健
康
保
険
証
を
持
参
し
て

く
だ
さ
い

問
合
せ
先

　

美
祢
市
保
健
セ
ン
タ
ー
（
☎

０
８
３
７
53
０
３
０
４
）

◯
３
Ｒ
の
推
進

（
リ
デ
ュ
ー
ス
）
物
を
大
切
に

使
お
う
・
ご
み
を
減
ら
そ
う
。

（
リ
ユ
ー
ス
）
繰
り
返
し
使
お

う
。

（
リ
サ
イ
ク
ル
）
再
び
資
源
と

し
て
利
用
し
ょ
う
。　

◯
生
ご
み
の
リ
サ
イ
ク
ル
の
推
進

家
庭
で
生
ご
み
の
堆
肥
化
に

取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

◯
マ
イ
バ
ッ
グ
運
動
等
に
よ
る
容

器
包
装
廃
棄
物
の
削
減

買
い
物
に
は
マ
イ
バ
ッ
グ
を

持
参
し
、
レ
ジ
袋
を
辞
退
し

ま
し
ょ
う
。

問
合
せ
先　

山
口
県
廃
棄
物
・
リ

サ
イ
ク
ル
対
策
課
（
☎
０
８
３

ｰ

９
３
３ｰ

２
９
９
２
）
市
生

活
環
境
課
（
☎
０
８
３
７
53

１
０
９
０
）

受
付
時
間　

８
時
30
分
〜
17
時
15

分
（
※
平
日
の
み
）

相
談
電
話
番
号

　

☎
０
８
３

－

９
２
２

－

２
２
９
５

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト　

法
務
省
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ア
ク
セ
ス

し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

山
口
地
方
法
務
局
人

権
擁
護
課
山
口
県
人
権
擁
護

委
員
連
合
会
（
〒
７
５
３

－

８
５
７
７
山
口
市
中
河
原
町
６

－ 

16
・
☎
０
８
３

－

９
２
２

－

２
２
９
５
）

「
生
涯
現
役
社
会
づ
く

り
フ
ェ
ア
」
の
開
催
の

お
知
ら
せ

  

全
て
の
県
民
の
皆
さ
ん
が
、
高

齢
期
を
迎
え
て
も
健
や
か
で
自
立

し
た
生
活
を
送
り
、
仕
事
や
ボ
ラ 

ン
テ
ィ
ア
活
動
、
生
涯
学
習
・
ス

ポ
ー
ツ
な
ど
様
々
な
分
野
で
活
躍

で
き
る「
生
涯
現
役
社
会
づ
く
り
」

に
向
け
て
、
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し

ま
す
。

日　

時

　

10
月
18
日
日　

10
時
〜
15
時

場　

所　

美
祢
市
民
会
館

内　

容　

や
ま
ぐ
ち
生
涯
現
役
社

会
づ
く
り
章
の
表
彰
、
活
動
事

例
紹
介
、
い
き
い
き
シ
ニ
ア
ス

テ
ー
ジ
な
ど

参
加
料　

無
料

そ
の
他　
「
第
24
回
美
祢
市
福
祉

の
市
」
と
同
時
開
催
と
な
り
ま

す
。

問
合
せ
先　
（
社
）山
口
県
社
会
福

祉
協
議
会
（
山
口
県
生
涯
現
役

推
進
セ
ン
タ
ー
）（
☎
０
８
３

－

９
２
８

－

２
３
８
５
）
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法
的
な
困
り
ご
と
は
法

テ
ラ
ス
へ
お
電
話
く
だ

さ
い
！

◆
法
的
ト
ラ
ブ
ル
に
応
じ
た
最
も

適
切
な
機
関
・
団
体
の
情
報
を

無
料
で
提
供
し
ま
す
。

　

収
入
の
少
な
い
人
に
は
、
契
約

弁
護
士
・
司
法
書
士
事
務
所
で
の

無
料
法
律
相
談
が
受
け
ら
れ
ま

す
。

法
テ
ラ
ス
（
日
本
司
法
支
援
セ
ン

タ
ー
）
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
０
５
７
０

－

０
７
８
３
７
４

（
平
日
９
時
〜
21
時
、
土
曜
９

時
〜
17
時　

※
日
曜
・
祝
日
を

除
く
）

※
「
０
５
７
０
」
は
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ

ル
と
言
っ
て
、
市
内
通
話
料
金

程
度
で
の
通
話
が
可
能
な
番
号

で
す
。

◆
山
口
県
の
法
テ
ラ
ス
で
は
無
料

法
律
相
談
を
下
記
の
通
り
行
っ

て
い
ま
す
。（
要
予
約
で
収
入

の
少
な
い
人
が
対
象
で
す
。）

①
毎
週
月
曜
日　

13
時
30
分
〜
16

時
30
分
ま
で

②
毎
週
金
曜
日　

10
時
〜
12
時
ま

で
予
約
用
電
話
番
号

☎
０
５
０

－

３
３
８
３

－
５
４
９
０

（
月
〜
金
曜
日
の
９
〜
17
時
※

祝
日
を
除
く
）

10
月
か
ら
市
県
民
税
の

年
金
か
ら
の
引
き
落
と

し
制
度
が
開
始
さ
れ
ま

す
。

第
５
回
「
美
秋
木
材
ま

つ
り
」
の
開
催
に
つ
い

て個
別
労
働
関
係
紛
争

あ
っ
せ
ん
制
度
を
ご
存

知
で
す
か
？

中
高
生
と
乳
幼
児
の

ふ
れ
あ
い
体
験
事
業

２
０
０
９

　

こ
の
制
度
に
よ
り
、
納
税
方
法

は
変
わ
り
ま
す
が
市
県
民
税
の
年

税
額
は
か
わ
り
ま
せ
ん
。

　

年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し
対
象

者
に
は
、
６
月
に
郵
送
し
ま
し
た

市
民
税
・
県
民
税
納
税
決
定
通
知

書
の
「
年
金
特
別
徴
収
月
割
徴
収

額
」
に
引
き
落
と
さ
れ
る
金
額
が

記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

制
度
内
容
に
つ
い
て
は
５
月
15

日
号
の
市
報
に
掲
載
し
て
い
ま
す

の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

市
税
務
課
市
民
税
係

（
☎
０
８
３
７
52
５
２
３
４
）

　

地
元
で
育
っ
た
木
材
の
良
さ
を

広
く
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
木

工
体
験
や
柱
材
の
展
示
、
美
秋
木

材
端
材
の
無
料
配
布
等
を
行
い
ま

す
。

日　

時

　

10
月
10
日
土
10
時
〜
14
時
30
分

場　

所　

カ
ル
ス
ト
森
林
組
合
・

サ
ン
ワ
ー
ク
美
祢
（
美
祢
市
大

嶺
町
東
分
）

主　

催

　

美
秋
木
材
ま
つ
り
実
行
委
員
会

内　

容　

木
工
・
竹
細
工
教
室
、

も
ち
ま
き
な
ど
。
先
着
１
０
０

名
に
は
、
山
の
幸
い
っ
ぱ
い
の

「
あ
さ
ぎ
り
汁
」
を
無
料
配
布

問
合
せ
先　

美
祢
農
林
事
務
所

森
林
部
（
☎
０
８
３
７
52

１
０
７
１
）

職
場
で
の
ト
ラ
ブ
ル
の
解
決
を
労

働
委
員
会
が
お
手
伝
い
し
ま
す
！

労
働
者
個
人
と
事
業
主
と
の
間

で
、
労
働
条
件
や
解
雇
な
ど
を

め
ぐ
り
、
話
し
合
い
が
ま
と
ま

ら
ず
紛
争
が
生
じ
た
場
合
、
無

料
で
、
労
働
委
員
会
が
間
に
入

り
解
決
の
手
助
け
を
し
ま
す
。

山
口
県
庁
７
階
の
労
働
委
員
会
に

て
無
料
労
働
相
談
会
を
開
催
！

　

10
月
22
日
木
10
時
〜
15
時

・
労
働
者
や
そ
の
家
族
ま
た
は
事

業
主
の
人
な
ど
、
ど
な
た
か
ら

　
『
小
さ
な
命
』
と
ふ
れ
あ
っ
て

み
ま
せ
ん
か
？

講
座
（
全
６
回
）　

10
月
22
日
木
・

29
日
木　

11
月
７
日
土
・
８
日

日
・
11
日
水
・
25
日
水

実
践
（
全
１
回
）　

11
月
29
日
土

参
加
対
象　

宇
部
・
山
陽
小
野
田
・

美
祢
地
区
の
中
学
生
・
高
校
生
、

合
わ
せ
て
30
人

参
加
費　

無
料

申
込
締
切　

10
月
20
日
火
（
※
定

員
に
な
り
次
第
締
切
）

申
込
・
問
合
せ
先　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

子
ど
も
劇
場
山
口
県
セ
ン
タ
ー

（
☎
０
８
３
６
32
４
２
８
７
・

FAX
０
８
３
６
32
４
２
８
８
・

〒
７
５
５

－

０
０
１
８
宇
部
市

錦
町
２

－

５
）

10
月
１
日
は
「
浄
化
槽

の
日
」

　

合
併
浄
化
槽
は
、
し
尿
と
雑
排

水
を
併
せ
て
処
理
す
る
こ
と
に
よ

り
、
生
活
環
境
の
保
全
及
び
公
衆

衛
生
の
向
上
に
役
立
っ
て
い
ま

す
。
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
浄

化
槽
を
設
置
し
て
い
る
人
は
、
次

の
こ
と
を
実
施
す
る
よ
う
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

専
門
業
者
に
委
託
す
る
な
ど

し
て
、
定
期
的
に
保
守
点
検
と
清

掃
を
し
、
そ
の
記
録
を
３
年
間
保

存
す
る
こ
と
。

　

維
持
管
理
が
適
正
に
行
わ
れ
、

浄
化
槽
の
機
能
が
発
揮
さ
れ
て

い
る
か
を
確
認
す
る
た
め
、
法
定

検
査
を
受
け
る
こ
と
。(

検
査
機

関
で
必
ず
受
検
し
ま
し
ょ
う)

検
査
機
関　

山
口
県
浄
化
槽

協
会
美
祢
検
査
支
部
（
☎

０
８
３
７
52
５
６
７
５
）

問
合
せ
先

　

宇
部
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
生

活
環
境
課
（
☎
０
８
３
６
㉛

３
２
０
０
）

　

市
生
活
環
境
課
（
☎
０
８
３
７

53
１
０
９
０
） 

の
相
談
も
お
受
け
し
ま
す
。

・
面
接
に
よ
る
相
談
も
、
電
話
に

よ
る
相
談
も
お
受
け
し
ま
す

（
要
予
約
）。

・
労
働
問
題
に
詳
し
い
労
働
委
員

会
の
委
員
が
、
①
公
益
側
（
弁

護
士
な
ど
）、②
労
働
者
側
（
労

働
組
合
役
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営
者
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三
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